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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２９年５月２５日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年１１月６日 ０９時３０分ごろ 

発生場所 静岡県浜
はま

名
な

港 

 舞阪
まいさか

灯台から真方位２７８°１,２７０ｍ付近 

（概位 北緯３４°４０.８′ 東経１３７°３５.９′） 

事故の概要 プレジャーボートArmeria
ア ル メ リ ア

は、西南西進中、また、プレジャーボー

ト和久
わ く

田
た

丸は、漂泊中、両船が衝突した。 

Armeriaは、船底外板の擦過傷等を生じ、また、和久田丸は、右舷

船尾部の破損等を生じた。 

事故調査の経過 平成２８年１２月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート Armeria、３.２トン  

２４２－２７４７３静岡、個人所有 

８.５６ｍ（Lr）×２.４７ｍ×１.１６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１５０.７８kＷ、平成１６年６月 

Ｂ プレジャーボート 和久田丸、０.４トン 

２４２－２６７７５静岡、個人所有 

４.９７ｍ（Lr）×１.６０ｍ×０.６４ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１８.４０kＷ、平成１６年１０月６日（第１回

定期検査） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６４歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１４年８月２０日 

免許証交付日 平成２４年７月２７日 

       （平成２９年８月１９日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５９歳 

二級小型船舶操縦士・特定 

 免許登録日 平成２７年３月９日 

免許証交付日 平成２７年３月９日 

           （平成３２年３月８日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 船底外板に擦過傷、プロペラ翼及びプロペラシャフトに曲損 

Ｂ 右舷船尾部に破損、船外機の脱落 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、試運転の目的で、平成２８年１

１月６日０９時１５分ごろ浜名港東方の係留地を発進し、今切口付近

に向かった。 

 船長Ａは、第２防波堤付近に差し掛かった頃、右舷前方の水路に航

行の支障となる船舶を見掛けなかったので、水路に沿って右転した

後、西南西進した。 

 Ａ船は、船長Ａが、操舵室右舷側の椅子に腰を掛け、約１３ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で手動操舵により航行を続け

ていたところ、船首方至近に手を振っている船長Ｂを認め、危ないと

思って主機のスロットルレバーを手前に引き、左舵を取ったものの、

０９時３０分ごろ、Ａ船の船首部とＢ船の右舷船尾部とが衝突し、Ｂ

船を乗り切った。 

 Ａ船は、反転してＢ船のところに戻り、船長ＡがＢ船側に負傷者が

いないことを確認した後、Ｂ船をえい
．．

航してＢ船の係留地に戻った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人３人（以下「同乗者」とい

う。）を乗せ、釣りの目的で、６日０６時３０分ごろ浜名港の係留地

を発進し、港内を転々として釣りを行った後、０９時２０分ごろ浜名

大橋北方で、船首を西南西方に向け、機関を中立運転として漂泊し、

全員が、左舷側からさお
．．

を出し、南方を向いて流し釣りを始めた。 

 船長Ｂは、船尾部で釣りをしていたところ、北東方５００ｍ付近に

Ｂ船に向かって来るＡ船を認めたが、そのうちＡ船がＢ船を避けてく

れるものと思い、釣りを続けた。 

 船長Ｂは、Ａ船がＢ船を避ける気配がなく接近して来るので、立っ

て大声で叫びながら手を振ったものの、Ａ船がさらに接近するので、

中央にいた同乗者２人と海に飛び込んだ直後、Ｂ船とＡ船とが衝突し

た。 

 Ｂ船は、船長Ｂと海に飛び込んだ同乗者が、船首部にいたもう１人

の同乗者の助けを借りながら船上に這
は

い上がり、反転して来たＡ船に

よりＢ船の係留地にえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 Ａ船は、１３knの速力で航行すると船首が浮上し、操縦席に腰を掛

けた状態で操船すると船首方に死角が生じていたが、立って操船する

と死角が解消されていた。 

船長Ａは、第２防波堤付近で右舷前方に船舶を見掛けなかったの

で、前路に航行の支障となる船舶はいないものと思い、操縦席に腰を

掛けた状態で右転したのち直進したが、立って操船していれば良かっ
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たと本事故後に思った。 

船長Ｂは、本事故発生場所付近が、静岡県浜松市舞阪漁港に出入り

する漁船等通航船舶が多いので、危ないという意識を持って接近する

船舶に注意すべきであったと本事故後に思った。 

船長Ｂ及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、浜名港を西南西進中、船長Ａが、前路に航行の支障となる

船舶はいないものと思い、船首方の死角を補う見張りを適切に行って

いなかったことから、Ｂ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突したもの

と考えられる。 

 船長Ａは、立って操船していなかったことから、Ａ船の船首浮上に

よる死角に入っていたＢ船に気付かなかったものと考えられる。 

 Ｂ船は、浜名港において漂泊中、船長Ｂが、東北東方５００ｍ付近

にＢ船に向かって来るＡ船を視認したものの、そのうちＡ船がＢ船を

避けてくれるものと思い、Ａ船に対する見張りを適切に行っていなか

ったことから、衝突を避けるための動作をとることができず、Ａ船と

衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、浜名港において、Ａ船が西南西進中、Ｂ船が漂泊中、船

長Ａが、前路に航行の支障となる船舶はいないものと思い、船首方の

死角を補う見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが、Ｂ船に向

かって来るＡ船を視認したものの、そのうちＡ船が避けてくれるもの

と思い、Ａ船に対する見張りを適切に行っていなかったため、両船が

衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

・通航船舶が多い場所で漂泊する場合、接近する船舶を認めた際、

早期に衝突を避けるための措置を採れるよう心掛けておくこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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